
近
世
前
期
小
姓
組
番
支
配
の

考
察

支
配
方
と
番
の
自
主
運
営

福

~刀
a 

真

紀

は

め

じ

本
論
文
は
、
幕
府
番
方
の
職
制
や
職
務
を
解
明
す
る
一
環
と
し
て
、
近
世
前
期
の
小
姓
組
番
を
例
に
、
彼
ら
の
支
配
方
の
命
令
事
項
と
、
番

内
部
に
お
け
る
合
議
事
項
と
を
そ
の
境
界
線
に
注
目
し
な
が
ら
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
番
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
際
の
行
動
基
準

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

(

2

)

 

こ
の
時
期
の
幕
府
の
旗
本
支
配
に
つ
い
て
は
、
小
池
進
氏
や
藤
井
譲
治
氏
に
よ
っ
て
「
江
戸
幕
府
日
記
」
寛
永
一
四
(
一
六
三
七
)
年
八
月

八
日
条
の
「
前
廉
番
頭
・
組
頭
善
悪
甲
上
候
問
、
御
目
付
之
者
ハ
組
中
之
こ
ま
か
成
義
ニ
ハ
構
不
甲
候
様
一
一
ト
被
仰
出
候
」
と
い
う
記
事
か
ら
、

家
光
が
組
内
部
の
こ
と
は
番
頭
、
組
頭
を
中
心
に
組
内
部
で
処
理
さ
せ
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
池
氏
は
、

「
旗
本
の
主
体
性
」
に
つ
い
て
論
じ
、
豊
臣
秀
吉
の
「
惣
無
事
」
に
よ
り
自
力
救
済
を
否
定
さ
れ
、
個
別
領
主
と
し
て
の
諸
権
限
を
大
き
く
制

限
さ
れ
て
い
た
旗
本
は
、
所
属
す
る
番
や
組
を
領
主
と
し
て
の
主
体
性
発
揮
の
「
場
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
寛
永

一
二
年
一
二
月
一
二
日
に
発
布
さ
れ
た
「
旗
本
諸
士
法
度
」
に
は
、
境
争
論
や
他
の
組
と
の
紛
争
、
「
相
地
頭
」
の
場
合
の
自
身
の
知
行
地
に

近世前期小姓組香支配の一考察1 



お
け
る
百
姓
の
公
事
の
処
理
は
、
所
属
の
番
頭
・
組
頭
の
相
談
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
寛
永
録
(
江
戸
幕
府
日

記
)
」
の
記
事
か
ら
、
知
行
所
経
営
、
相
続
の
問
題
も
番
頭
を
中
心
に
解
決
が
計
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
番
や
組
を
解
決
の
媒
体
と
し
て

(3) 

い
る
こ
と
か
ら
「
旗
本
は
組
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
自
己
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

近
世
前
期
の
幕
府
の
旗
本
支
配
の
構
造
や
、
旗
本
に
と
っ
て
の
番
や
組
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
彼
ら
の
江
戸
城
で
の
日
常

の
職
務
遂
行
の
中
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
の
自
主
性
が
あ
っ
た
の
か
、
必
ず
し
も
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
文
で

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
実
証
的
に
分
析
し
て
い
き
た
い
。

対
象
と
す
る
史
料
は
、
「
御
役
ニ
付
万
事
私
之
覚
意
)
」
で
あ
る
(
本
史
料
の
全
貌
を
紹
介
す
る
た
め
、
本
論
文
の
末
尾
に
史
料
の
目
次
を

【
参
考
】
と
し
て
掲
げ
た
。
本
文
や
註
の
中
の
引
用
史
料
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
に
添
え
た
番
号
は
、
こ
の
目
次
の
番
号
に
対
応
し
て

い
る
)
。
こ
の
史
料
は
、
小
姓
組
香
の
種
々
の
勤
め
を
は
じ
め
、
誓
詞
の
案
紙
、
手
形
証
文
な
ど
四
三
項
目
に
分
類
さ
れ
、
小
姓
組
番
の
職
務

に
つ
い
て
は
項
目
ご
と
に
、
ほ
ぼ
年
代
順
、
箇
条
書
き
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
年
月
日
の
記
載
が
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
慶
安
元
(
一
六
四
八
)

年
六
月
五
日
(
⑮
⑮
⑫
⑪
③
)
か
ら
寛
文
六
(
一
六
六
六
)
年
六
月
二
六
日
(
④
)
の
記
事
が
あ
り
、
内
容
に
は
寛
永
期
に
つ
い
て
の
記
述

も
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
慶
安
二
年
二
月
一
九
日
に
朽
木
民
部
少
輔
植
綱
が
「
六
人
衆
」
を
解
任
さ
れ
て
か
ら
、
寛
文
二
年
二
月
二
二
日

に
久
世
大
和
守
広
之
と
土
屋
但
馬
守
数
直
が
「
若
年
寄
」
に
就
任
す
る
ま
で
の
、
幕
府
の
政
治
機
構
が
老
中
の
下
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
「
六

人
衆
」
空
白
の
時
代
を
含
ん
で
い
話
。
よ
っ
て
、
本
史
料
の
多
く
は
、
老
中
支
配
下
に
あ
っ
た
と
き
の
小
姓
組
番
の
勤
め
方
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

老
中
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
寛
永
一
五
年
末
以
降
、
小
姓
組
番
頭
が
そ
れ

(6) 

ま
で
の
幕
閑
を
人
的
に
担
っ
て
い
く
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
一
五
年
二
一
月
五
日
に
三
浦
志
摩
守
正
次
と
朽
木

植
綱
が
小
姓
組
番
頭
兼
任
を
解
か
れ
る
ま
で
、
六
人
衆
は
小
姓
組
番
頭
を
兼
ね
て
お
り
、
小
姓
組
番
は
そ
の
ト
ッ
プ
を
将
軍
側
近
と
し
て
い
た

た
め
将
軍
に
直
結
す
る
機
構
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
堀
田
加
賀
守
正
盛
・
松
平
伊
豆
守
信
綱
・
阿
部
豊
後
守
忠
秋
・
阿
部
対
馬
守
重
次
は
小
姓
組
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番
頭
、
よ
り
六
人
衆
を
へ
て
、
老
中
ま
で
進
ん
で
お
り
、
寛
永
一
五
年
以
前
は
、
小
姓
組
番
頭
、
は
将
軍
側
近
、
有
力
幕
閣
の
供
給
地
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
時
期
は
、
機
能
の
変
容
後
の
小
姓
組
番
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
小
姓
組
番
頭
出
身
で
、
番
の
構
造
を
熟
知
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
老
中
に
支
配
さ
れ
る
、
と
い
う
図
式
に
あ
っ
た
。

次
に
、
こ
の
史
料
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
慶
安
四
年
七
月
五
日
に
瀧
川
長
門
守
利
貞
宅
で
定
め
ら
れ
た
条
目
を
提
示
し
な
が
ら
述
べ
る
こ

と
と
す
る
(
④
)
。

一
、
惣
市
致
相
談
相
定
候
儀
、
月
番
箱
へ
入
置
候
留
、
帳
付
番
之
者
書
留
可
申
候
付
、
留
書
仕
可
然
事
月
番
方
へ
書
付
遣
シ
、
留
候
通
可

申
事
、

一
、
致
相
談
申
合
候
儀
、
煩
断
不
罷
出
候
方
へ
、
月
番

2
為
知
可
申
事
、

す
な
わ
ち
、
番
頭
の
談
合
の
結
果
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
、
月
番
が
帳
箱
に
入
れ
て
い
る
留
帳
に
書
記
役
の
者
が
書
き
留
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
、
留
に
記
し
た
こ
と
は
月
番
に
書
付
に
し
て
渡
し
、
月
番
が
留
の
通
り
に
番
内
部
に
申
し
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
談
合
に
病

欠
し
た
場
合
は
、
月
番
か
ら
そ
の
者
に
申
し
伝
え
る
こ
と
と
し
、
番
内
に
く
ま
な
く
情
報
が
行
き
届
く
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
本
史
料
は
、
江
戸
城
中
の
小
姓
組
番
の
部
屋
に
あ
る
帳
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
た
留
帳
を
情
報
源
と
し
て
、
小
姓
組
番
頭
を
落
ち
度
な
く

勤
め
る
た
め
に
項
目
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
こ
の
史
料
の
内
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
条
目
が
定
め
ら
れ
た
も
の
か
成
立
過
程
が
わ
か
る
も
の
を
拾
い
出
し
て
分
析
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
小
姓
組
番
の
職
務
が
す
べ
て
網
羅
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
第
一
章
で
番
内
部
の
合
議
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
二

章
で
は
老
中
支
配
の
実
態
を
、
相
続
、
俸
禄
米
、
知
行
所
と
い
っ
た
「

(
1
)
旗
本
身
分
に
関
す
る
事
例
」
と
、
儀
式
に
お
け
る
職
務
、
勤
務

態
度
、
病
気
・
死
・
服
忌
と
い
っ
た
「

(
2
)
小
姓
組
番
の
職
務
上
の
事
例
」
の
二
つ
に
分
け
、
具
体
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

近世前期小姓組番支配の一考察3 



小
姓
組
番
内
部
の
合
議
シ
ス
テ
ム

「
は
じ
め
に
」
で
提
示
し
た
史
料
の
文
言
に
「
惣
而
致
相
談
相
定
候
儀
」
「
致
相
談
申
合
候
儀
」
と
番
内
の
合
議
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
示
す

記
述
が
見
ら
れ
た
(
④
)
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
老
中
支
配
に
論
を
進
め
る
前
提
と
し
て
、
小
姓
組
番
内
部
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

予

-
E
O

J

ム
i
v「

御
役
ニ
付
万
事
私
之
覚
書
」
の
四
三
項
目
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
の
条
目
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
定
め
ら
れ
た
か
、
そ
の
成
立
過
程
が
わ
か

(
久
邦
)

る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
慶
安
四
年
卯
二
月
廿
五
日
於
御
城
相
定
」
(
④
)
「
承
応
三
年
午
ノ
二
月
十
九
日
仙
石
因
幡
守
宅
ニ
而
定
之
」

(
氏
信
)

(
④
)
「
明
暦
二
年
申
二
月
廿
二
日
松
平
伯
香
守
月
番
之
節
留
之
」
(
⑫
)
な
ど
雨
、
城
中
や
月
番
と
思
わ
れ
る
番
頭
の
邸
宅
で
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
彼
ら
が
能
動
的
に
小
姓
組
番
の
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、

具
体
的
に
、
明
暦
四
(
一
六
五
八
)
年
に
小
姓
組
番
頭
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
と
、
寛
文
二
(
一
六
六
二
)
年
四
月
一
八
日
に
番
頭
と
組
頭

の
間
で
交
わ
さ
れ
た
二
つ
の
起
請
文
前
書
か
ら
み
て
み
よ
う
(
③
)
。
い
ず
れ
も
、
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
条
目
を
明
暦
四
年
の

(9) 

も
の
か
ら
引
用
し
て
み
た
い
。

一
、
御
用
之
儀
ニ
付
雨
、
御
番
衆
改
書
上
申
事
、
其
外
中
ヶ
間
ニ
而
談
合
仕
候
刻
、
御
小
姓
組
十
組
之
儀
、
不
届
仁
及
見
及
聞
候
通
、

無
遠
慮
可
申
談
候
、
縦
親
子
兄
弟
好
之
者
之
儀
成
共
、
心
底
ノ
不
残
可
申
談
候
問
、
互
腹
立
仕
間
敷
候
、
尤
於
此
儀
意
趣
か
仕
間
敷

候
事
、

つ
ま
り
、
「
中
ヶ
間
ニ
而
談
合
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
姓
組
番
で
は
、
内
部
で
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
番
内
部
の
相
互
批
判
の
機
能
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
慶
安
四
(
一
六
五
二
年
三
月
二
八
日
に
小
姓
組
番
頭
の
安
藤
伊
賀
守
重
元
・
瀧
川
利
貞
・
松
平
左
近
大
夫
乗
員
・
土
屋
数
的
が
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「
寄
合
之
時
分
料
理
之
事
」
に
つ
い
て
申
し
合
わ
せ
た
記
事
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
示
し
た
い

一

、

本

汁

一

、

二

汁

汚

ヨ

付

一
、
煮
物
駅
如
何
か

此
外
ニ
香
物
塩
辛

(④)。

一
、
や
き
物

一
、
精
進
物

後
段
何
ニ
て
も

一
、
吸
物
肴

二
色

一
、
茶
菓
子
重
箱
ニ
入

す
な
わ
ち
、
食
事
を
し
な
が
ら
の
寄
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
料
理
に
つ
い
て
申
し
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
幕
府
の
方
針

で
あ
る
倹
約
の
意
味
合
い
と
、
番
頭
の
家
で
寄
合
が
行
わ
れ
る
た
め
各
家
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
菓
子

二
色

以
上
の
よ
う
に
、
小
姓
組
番
内
部
に
は
月
番
番
頭
の
家
に
集
ま
っ
て
、
時
に
は
食
事
を
し
な
が
ら
合
議
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
彼
ら
自

身
の
相
互
批
判
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

次
章
で
は
、
番
頭
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
自
主
的
に
決
定
し
、
老
中
は
ど
の
範
聞
で
権
限
を
持
ち
得
た
の
か
、
具
体
的
に
見
て
い
き

-F-
、‘門》

止
人
し

老
中
支
配
の
実
態

(1)
旗
本
身
分
に
関
す
る
事
例

相

続

近世前期小姓組番支配の一考察5 



承
応
三
(
一
六
五
四
)
年
一
一
月
二
一
日
、
米
津
内
蔵
之
介
田
盛
宅
で
書
か
れ
た
条
目
に
は
、
「
跡
目
之
事
、
親
方
子
方
両
方

2
申
候
得
者

紛
候
問
、
親
方
計
と
の
書
上
候
様
一
一
て
、
御
老
中
被
仰
候
事
」
と
あ
る
。
相
続
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
老
中
が
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い

る
の
だ
(
⑬
)
。
ま
た
、
番
士
の
子
息
が
初
御
目
見
の
時
の
進
物
に
つ
い
て
、
明
暦
三
(
一
六
五
七
)
年
七
月
一
六
日
に
御
香
衆
の
惣
領
三
七

人
が
御
目
見
え
を
し
た
際
、
老
中
阿
部
忠
秋
が
、
三
千
石
以
上
の
者
が
太
万
目
録
、
三
千
石
よ
り
下
の
者
が
樽
代
と
仰
せ
渡
し
て
い
る
(
⑭
)
。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
小
姓
組
番
・
書
院
香
だ
け
で
な
く
、
江
戸
城
中
に
勤
め
る
者
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
番

頭
の
意
志
の
介
在
な
し
に
、
老
中
の
指
示
に
よ
り
決
定
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

俸
禄
米

夏
の
借
米
を
受
け
取
る
際
、
小
姓
組
番
士
は
以
下
の
よ
う
な
証
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
③
)
。

請
取
申
夏
御
借
米
之
事

高
如
何
程
之
内

米

合

何

程

ハ

但

、

京

升

三

斗

五

升

入

也

、

右
、
是
ハ
当
何
年
夏
為
御
借
米
三
分
一
ノ
積
り
ニ
請
取
申
所
実
正
也
、
の
如
件
、

誰
組

某
書
判
印
判

年
号
月
日

宛
所
御
蔵
衆
名

内
内
包

Z
H目
同
門

H
ド
d
H
リ

表
書
之
通
可
在
御
渡
者
也
、
以
上
酎
蜘
師
山
市

す
な
わ
ち
、
証
文
に
は
所
属
し
て
い
る
組
の
番
頭
と
組
頭
の
裏
判
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
暦
三
(
一
六
五
七
)
年
四
月
二
二
日
、

(
日
)

小
姓
組
番
頭
松
平
壱
岐
守
忠
利
が
紀
州
へ
の
使
者
を
勤
め
、
江
戸
に
戻
る
途
中
、
伊
勢
国
四
日
市
で
急
死
し
た
。
翌
五
月
は
、
夏
の
御
借
米
の

(ロ)

時
期
で
あ
り
、
松
平
忠
利
組
で
は
番
頭
不
在
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
月
番
の
番
頭
が
裏
判
を
記
し
、
老
中
か
ら
の
書
状

を
添
え
て
御
蔵
衆
へ
遣
す
と
い
う
処
置
が
と
ら
れ
て
い
る

(④)。

6 45号お茶の水史学



ま
た
、
慶
安
元
(
一
六
四
八
)
年
六
月
五
日
の
大
久
保
右
京
亮
教
隆
宅
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
記
事
の
中
に
、
小
姓
組
番
、
書

院
香
、
大
番
は
無
給
で
三
年
勤
め
た
後
に
、
俸
禄
米
を
受
け
取
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
病
気
で
休
ん
だ
場
合
は
ど
の
く
ら
い
の
期
間

な
ら
ば
三
年
目
の
支
給
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
六
月
以
降
に
番
入
し
た
者
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
、
お
尋
ね
が
あ
っ
た
の
で
、
老
中
へ

前
例
を
書
き
上
げ
た
も
の
を
慶
安
三
年
二
一
月
一

O
日
に
提
出
し
て
い
る
、
と
あ
る
。
老
中
は
判
断
の
指
針
と
す
る
た
め
に
、
番
頭
に
前
例
の

報
告
を
求
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
(
⑮
)
。

ま
た
、
承
応
二
(
一
六
五
三
)
年
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
た
(
⑫
)
。

(

忠

世

)

(

重

世

)

一
、
安
藤
伊
賀
守
組
犬
塚
小
善
次
事
、
親
平
右
衛
門
た
め
か
、
梅
原
大
膳
ハ
小
男
ニ
付
、
十
ヶ
年
程
閉
門
仕
候
、
小
善
次
も
一
所
か
引

篭
罷
有
候
処
か
、
承
応
元
辰
ノ
年
父
一
所
か
致
召
出
候
、
御
番
三
年
皆
勤
仕
候
、
其
年
右
仕
合
ニ
付
、
惣
並
か
御
切
米
拝
領
不
仕
候

(
承
応
二
)

故
、
右
御
番
相
勤
候
通
、
御
老
中
江
申
上
[
虫
損
]
一
年
御
番
相
勤
候
問
、
巳
年
御
切
米
三
百
俵
拝
領
仕
候
事
、

つ
ま
り
、
安
藤
重
元
組
所
属
の
犬
塚
忠
世
は
、
番
を
三
年
勤
め
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
親
族
の
不
祥
事
の
た
め
に
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
切
米

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
承
応
元
年
に
許
さ
れ
て
召
し
出
さ
れ
た
際
、
老
中
に
そ
の
件
を
申
し
上
げ
、
そ
の
後
一
年

(U) 

勤
め
た
後
、
翌
二
年
に
切
米
を
三
百
俵
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
俸
禄
米
に
つ
い
て
の
最
終
判
断
は
必
ず
老
中
が
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

知
行
所

近
世
初
期
は
、
交
代
寄
合
以
外
の
旗
本
が
知
行
所
に
戻
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
承
応
三
(
一
六
五
四
)
年
二
月
一
九
日

の
仙
石
因
幡
守
久
邦
宅
に
て
定
め
ら
れ
た
条
目
の
中
に
、
旗
本
の
知
行
所
へ
の
暇
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
き
た
過
程
が
わ
か
る
記
述
が
あ
る

(⑫)。

(

寛

永

一

五

年

)

(

正

次

)

(

)

一
、
春
秋
知
行
所
へ
御
定
御
暇
ニ
而
遣
候
也
、
寛
永
拾
年
酉
九
月
被
仰
出
候
旨
、
ゴ
ヴ
ノ
八
月
十
五
日
三
浦
志
摩
守
殿
御
改
、
松
平
伊
豆
守

近世前期小姓組番支配の一考察7 



殿
も
其
場
一
一
御
立
合
候
而
御
小
姓
組
・
御
欝
段
番
一
所
ニ
柏
定
候
事
、

つ
ま
り
、
寛
、
水
一

O

(
工
ハ
一
ニ
一
一
二
年
九
月
に
接
続
本
の
知
行
所
へ
の
暇
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
間
一
五
年
八
月
一
五
日
に
六
人
衆
三
浦

正
次
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
て
、
こ
の
時
老
中
松
平
信
縞
の
立
ち
合
い
で
、
春
秋
に
知
行
所
へ
暇
を
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
を
、
小

姓
組
番
・
書
院
番
が
一
緒
に
定
め
た
の
で
あ
的
。
寛
永
一
五
年
は
小
姓
組
番
頭
が
大
人
衆
を
兼
ね
て
い
た
時
期
で
あ
る
た
め
正
次
に
よ
り
改
め

ら
れ
た
が
、
承
応
三
年
時
点
で
は
、
小
姓
組
番
頭
が
幕
閣
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
た
め
に
小
姓
組
番
頭
・
書
院
番
頭
が
そ
の
支
配
方
で
あ

る
老
中
の
立
ち
合
い
を
受
け
る
形
で
物
事
を
決
定
し
て
い
る
点
が
、
注
呂
に
催
し
よ
う
。
そ
の
後
、
明
暦
元
(
一
六
五
五
)
年
八
丹
八
日
付
の

条
目
に
は
、
「
知
行
へ
御
暇
之
犠
、
差
当
不
叶
用
之
事
ニ
て
投
ハ
品
を
承
属
、
春
秋
之
御
暇
を
一
度
ニ
も
可
遺
候
、
春
秋
之
御
殿
之
外
無
拠
犠
候

て
番
一
鎖
中
へ
相
談
之
上
可
遣
挨
事
」
と
あ
り
、
決
ま
っ
た
御
暇
の
外
に
は
、
番
顔
中
に
相
談
し
て
か
ら
遣
わ
す
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
る

(窃)。明
暦
二
年
二
月
二
二
日
の
松
平
伯
香
守
氏
信
が
月
番
の
際
の
留
書
に
辻
、
そ
の
実
例
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
み
て
い
き
た
い
(
舎
)
。
酒
井

飛
騨
守
重
之
組
所
罵
松
平
長
三
郎
忠
良
の
三
河
の
知
行
所
が
、
こ
こ
二
年
特
に
不
作
で
、
百
姓
た
ち
が
飢
死
す
る
ほ
ど
の
状
惑
で
あ
る
た
め
、

御
暇
を
頂
き
た
い
皆
、
老
中
へ
申
し
出
た
。
五
、
六
O
日
の
御
暇
で
は
用
が
足
り
な
い
の
で
、
一
年
の
御
暇
を
希
望
し
た
と
こ
ろ
、
将
軍
の
上

関
に
達
し
、
御
暇
が
…
肝
さ
れ
た
た
め
、
明
潜
元
年
一
一
一
月
二
六
日
に
江
戸
を
出
発
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
様
の
例
と
し
て
、
戸
田
備
後
守
重

撞
組
所
肩
小
出
三
部
兵
衛
の
知
行
所
で
あ
る
近
江
・
大
和
・
備
中
が
毎
年
不
作
の
上
、
こ
れ
ま
で
知
行
所
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
「
井
堤
」

の
普
請
等
も
行
い
た
い
と
、
明
暦
元
年
二
一
月
に
御
蝦
を
老
中
へ
・
申
し
出
て
い
る
。
将
軍
の
上
関
に
達
し
、
向
月
、
御
躍
が
下
さ
れ
る
。
松
平

信
綱
に
、
知
行
所
が
遠
因
の
上
、
船
路
で

B
数
も
掛
り
、
ゆ
つ
く
れ
ノ
と
普
請
等
を
申
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
伝
え
、
意
見
を
求
め
る
と
、
逗

留
日
数
に
つ
い
て
は
同
役
中
で
相
談
を
す
る
よ
う
に
指
示
を
出
さ
れ
て
い
る
(
⑫
)
。
こ
の
よ
う
に
小
姓
組
番
士
が
知
行
所
に
春
秋
以
外
に
御

蝦
を
望
む
場
合
は
、
番
頭
よ
り
者
中
へ
申
し
出
て
将
軍
よ
り
許
可
が
出
さ
れ
、
選
留
百
数
の
よ
う
な
細
部
は
、
番
内
の
談
合
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
旗
本
身
分
に
関
す
る
事
柄
は
、
老
中
主
導
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

(2)
小
姓
組
番
の
職
務
上
の
事
例

儀
式
に
お
け
る
職
務

こ
こ
で
は
、
小
姓
組
番
士
の
種
々
の
職
務
の
中
で
、
儀
式
に
つ
い
て
老
中
の
関
わ
り
が
史
料
上
明
ら
か
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

(
凶
)

承
応
二
(
一
六
五
一
二
)
年
八
月
二
一
日
に
は
、
異
国
人
や
其
外
の
御
礼
の
際
に
は
、
「
見
せ
人
」
が
多
く
必
要
と
な
る
た
め
、
正
規
の
メ
ン

バ
ー
で
は
足
り
な
い
人
員
を
補
充
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
番
頭
・
組
頭
で
合
議
の
上
決
め
て
い
る
条
目
が
み
ら
れ
る
(
⑬
)
。
そ

の
後
、
明
暦
元
(
一
六
五
五
)
年
一
O
月
の
朝
鮮
通
信
使
の
御
礼
の
節
に
は
、
「
御
書
院
番
・
御
小
姓
組
J
為
見
人
出
し
候
へ
の
よ
し
御
老
中

被
仰
渡
候
ニ
付
、
加
御
供
番
一
組
八
日
目
之
組

2
増
人
出
、
都
合
五
拾
人
之
積
ニ
出
申
事
」
と
あ
り
、
老
中
の
指
示
を
受
け
、
具
体
的
な
数
字

は
番
頭
の
方
で
は
じ
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
(
⑬
)
。
ま
た
、
同
二
年
六
月
二
九
日
の
酒
井
蔵
人
頭
忠
次
が
月
番
の
際
の
留
書
に
よ
る

と
、
江
戸
城
内
柳
ノ
間
で
の
振
廻
に
お
い
て
小
姓
組
番
士
と
書
院
番
士
が
合
同
で
給
仕
役
を
勤
め
る
に
際
し
、
老
中
松
平
信
綱
か
ら
「
御
書

院
・
御
小
姓
組
両
組

2
廿
五
人
宛
五
十
人
御
給
仕
ニ
出
候
様
」
指
示
が
出
た
た
め
、
不
足
の
五
人
に
つ
い
て
は
二
之
丸
香
の
板
倉
市
正
重
大
組

か
ら
補
う
こ
と
を
決
め
て
い
る
(
⑮
)
。
以
上
の
二
例
か
ら
、
儀
式
に
供
出
す
る
人
数
は
、
老
中
よ
り
数
の
指
示
は
出
る
も
の
の
、
実
際
の
調

節
は
、
小
姓
組
番
及
ぴ
他
香
と
の
連
携
で
決
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

勤
務
態
度

万
治
二
(
一
六
五
九
)
年
八
月
二
日
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
(
①
)
。

一
、
御
書
院
番
頭
・
御
小
姓
組
番
頭
・
新
御
番
頭
・
小
十
人
番
頭
・
大
目
付
衆
・
御
目
付
衆
順
々
ニ
被

召
御
座
之
間
江
、
御
直
御
意

近世前期小姓組番支配の一考察9 



之
趣
ハ
、
近
日
御
本
丸
江
御
移
徒
被
遊
候
、
西
之
丸
ハ
御
殿
も
狭
、
人
多
ニ
候
、
取
込
作
法
能
様
一
一
者
不
被
聞
召
候
、
御
本
丸
者
御

座
敷
も
広
可
有
候
、
番
頭
中
寄
合
相
談
仕
、
向
後
作
法
も
能
様
ニ
御
番
衆
中
へ
可
申
渡
候
、
存
寄
之
儀
候
者
御
老
中
迄
可
申
、
御
日
付

衆
へ
も
被
仰
付
候
問
、
此
上
不
作
法
之
儀
被
聞
召
候
者
、
番
頭
共
ニ
越
度
ニ
可
被
思
召
之
由
、
上
意
ニ
御
座
候
、

九
月
五
日
の
将
軍
家
綱
の
本
丸
移
徒
に
向
け
て
、
小
姓
組
番
を
初
め
と
す
る
城
に
勤
め
る
者
た
ち
が
、
本
丸
で
不
作
法
の
無
い
よ
う
に
申
し
付

け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
存
寄
儀
」
が
あ
れ
ば
、
老
中
ま
で
申
し
出
る
よ
う
に
言
い
、
城
中
で
の
監
査
役
で
あ
る
目
付
に
も
仰
せ
付
け
た

の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
不
作
法
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
番
頭
の
落
ち
度
と
す
る
、
と
の
上
意
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
一
方
的
な
、
上
か
ら

の
指
示
で
は
な
く
、
番
頭
の
意
見
も
聞
く
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
の
展
開
は
、
八
月
六
日
に
戸
田
相
模
守
氏
照
宅
で
定
め
ら
れ
た
条
目
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
(
④
)
。

一
、
当
月
番
、
前
後
月
番
以
上
三
人
罷
出
、
於
御
城
ニ
御
老
中
へ
申
上
候
者
、
先
日
御
前
江
被
召
出
上
意
之
趣
組
中
江
申
渡
候
、

就
夫
何
茂
番
頭
・
組
頭
寄
合
仕
候
、
跡
々

2
之
御
条
目
此
度
之
被
仰
出
候
通
、
弥
相
守
候
様
可
申
渡
候
、
此
外
存
寄
之
儀
ニ
て
御
座
候
、

(
老
中
・
稲
葉
正
則
)

得
御
意
組
中
江
申
聞
候
様
仕
度
奉
存
候
由
申
上
候
得
者
、
可
申
渡
之
存
候
儀
覚
書
有
之
候
哉
と
御
尋
付
而
、
則
覚
書
美
濃
守
殿
江
申
渡

申
候
、

(口)

覚
書
に
は
、
「
万
治
二
年
亥
八
月
六
日
御
書
院
・
御
小
姓
組
相
談
ニ
て
御
老
中
へ
懸
御
目
候
書
付
之
覚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
院
組
番
と

共
に
寄
合
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
、
勤
め
が
円
滑
に
進
む
よ
う
な
具
体
的
な
勤
め
方
か
ら
、
番
士
個
人
が
心
得
る
べ
き
作
法

ま
で
一

O
箇
条
に
渡
る
も
の
で
あ
る
(
⑨
)

0

こ
の
約
一
ヶ
月
後
の
九
月
一
一
一
日
に
「
御
老
中
口
上
ニ
て
被
仰
渡
憾
」
と
し
て
、
「
一
、
た
は
こ
之

事
、
一
、
番
頭
・
組
頭
、
御
番
所
見
廻
り
可
申
事
、
一
、
弁
当
部
屋
口
、
心
を
付
、
番
頭
・
組
頭
見
廻
り
候
様
ニ
可
仕
事
」
の
三
条
が
記
さ
れ

て
い
る
(
④
)
。
こ
れ
ら
は
先
の
覚
書
(
⑨
)
の
「
一
、
湯
呑
所
江
一
度
ニ
大
勢
不
被
参
、
二
三
人
宛
も
可
被
参
候
、
勿
論
彼
所
ニ
長
座
有
間

敷
候
事
、
一
、
高
雑
談
井
御
夜
詰
過
候
刻
、
声
高
無
之
様
ニ
可
被
致
事
、
一
、
弁
当
遣
被
申
刻
限
九
ツ
半
少
始
、
七
ツ
ニ
仕
舞
可
被
申
事
、
尤

火
之
元
念
入
可
被
申
事
」
等
の
条
目
を
受
け
た
、
老
中
か
ら
の
指
示
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
番
頭
は
そ
れ
を
受
け
て
談
合
し
、
「
弁
当
始
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り
不
申
以
前
井
過
候
以
後
、
弁
当
部
屋
へ
出
入
有
之
間
敷
候
事
」
と
番
中
に
申
し
渡
し
て
い
る
(
⑨
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
直
接
上
意
を

受
け
た
小
姓
組
香
頭
は
、
そ
の
具
体
的
方
法
を
書
院
番
頭
と
合
議
の
末
、
覚
書
に
ま
と
め
、
老
中
の
目
を
通
し
た
上
で
運
用
し
て
い
る
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
具
体
的
な
番
支
配
の
部
分
は
番
頭
に
任
せ
ら
れ
て
お
り
、
老
中
に
は
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
あ
る
の
み
と
い
う
こ
と
が
で

きょ、っ。
若
年
寄
誕
生
後
の
寛
文
二
(
一
六
六
二
)
年
四
月
八
日
に
も
、
番
士
の
作
法
に
つ
い
て
、
城
内
で
定
め
ら
れ
て
い
る
(
⑨
)
。

一
、
御
番
所
人
少
ニ
無
之
様
ニ
被
致
、
弁
当
遣
被
申
候
時
分
も
、
如
前
々
半
分
御
座
敷
ニ
残
、
急
用
無
之
候
者
、
右
之
人
数
之
通
被
相

詰
、
当
番
之
人
数
其
日
之
詰
番
へ
申
通
候
事
、

一
、
於
御
番
所
、
昼
夜
共
ニ
高
声
被
致
候
者
、
他
番
之
番
頭
ニ
而
も
有
合
申
者
、
御
番
所
へ
可
申
通
旨
、
同
役
中
申
合
候
事
、

一
、
御
夜
詰
過
食
物
之
事
、
行
燈
を
と
を
の
け
日
か
た
、
っ
、
不
作
法
か
無
之
様
か
可
被
致
候
、
御
夜
詰
過
候
衆
、
日
付
衆
廻
り
被
申

前
後
番
頭
・
組
頭
与
風
廻
り
申
筈
ニ
申
合
候
事
、

御
番
之
順
々
、
於
御
番
所
番
頭
・
組
頭
両
人
ニ
而
御
番
衆
へ
可
申
渡
口
上

(

久

世

広

之

)

(

土

屋

数

直

)

一
、
大
和
守
殿
・
但
馬
守
殿
御
申
候
者
、
頃
日
御
番
所
作
法
悪
様
御
目
付
衆
見
及
被
申
、
御
老
中
ニ
も
御
聞
被
成
候
由
ニ
候
、
何
茂
致

相
談
何
と
そ
不
作
法
ニ
無
之
様
ニ
可
然
候
、
不
作
法
と
相
見
候
事
万
之
儀
ニ
て
ハ
有
間
敷
候
、
昼
夜
共
ニ
高
声
無
之
様
一
一
、
御
番
所
人

少
ニ
無
之
様
ニ
、
御
夜
詰
過
ニ
而
も
万
事
之
別
伝
無
之
様
ニ
可
然
之
由
御
申
候
問
、
御
本
丸
御
移
徒
之
時
分
出
候
書
付
之
通
、
弥
御
吟

味
候
而
御
番
御
勤
走
ニ
候
、
向
後
者
御
老
中
・
大
和
殿
・
但
馬
殿
不
時
御
番
所
御
通
候
儀
可
有
之
候
問
、
何
茂
被
申
合
人
少
無
之
様
、

作
法
能
様
ニ
可
被
致
候
、
御
夜
詰
過
食
物
等
之
儀
不
時
御
目
付
衆
廻
り
可
被
申
候
問
、
目
か
不
立
様
ニ
、
尤
ニ
候
、
此
上
者
面
々
か
も

心
を
付
可
申
候
問
、
作
法
悪
と
見
及
候
方
ニ
て
急
度
御
異
見
可
申
相
香
中
被
申
談
、
右
之
書
付
切
々
見
被
申
候
ハ
、
、
右
之
通
ニ
可
被

相
勤
候
、

当
然
な
が
ら
、
久
世
広
之
・
土
屋
数
直
の
二
人
の
若
年
寄
が
、
小
姓
組
番
の
支
配
方
と
し
て
老
中
と
の
聞
に
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

近世前期小姓組番支配の一考察11 



(ω) 

あ
る
が
、
若
年
寄
設
置
後
も
、
番
の
自
主
運
営
体
制
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
万
治
の
頃
か
ら
の
同
じ
様
な
取
り
決
め
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、

い
つ
の
時
期
も
勤
務
中
に
番
所
か
ら
出
歩
い
た
り
、
大
声
で
話
し
た
り
す
る
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
中
で
も
老
中
や
、
久
世
・
土
屋
が
「
不
時
」
番
所
の
前
を
通
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
番
所
に
人
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
、
日
付
が
「
不
時
」

見
廻
り
に
来
る
の
で
夜
詰
を
過
ぎ
て
か
ら
物
を
食
べ
る
の
は
目
立
た
な
い
よ
う
に
、
な
ど
、
監
視
の
目
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
け
れ
ば
、

番
士
た
ち
は
弛
緩
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
番
内
部
で
は
他
番
の
者
で
あ
っ
て
も
大
声
を
上
げ
る
者
が
い
た
場
合
、
番
頭
は
番
所
に
報

告
し
た
り
、
目
付
の
見
廻
り
の
前
後
に
番
頭
・
組
頭
が
見
廻
る
な
ど
、
か
な
り
番
内
部
の
相
互
抑
制
が
徹
底
し
て
お
り
、
当
時
の
香
士
の
実
態

の
一
端
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

最
後
に
、
上
意
で
は
な
く
老
中
か
ら
小
姓
組
番
頭
に
対
す
る
勤
務
へ
の
注
意
が
出
さ
れ
た
事
例
を
見
て
み
た
い
。
慶
安
三
(
一
六
五
O
)
年

一
一
月
一
八
日
の
記
事
に
よ
る
と
、
老
中
か
ら
「
番
頭
・
組
頭
御
城
明
不
申
様
ニ
御
番
仕
可
然
」
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
た
め
、
小
姓
組
番
頭
が

談
合
し
、
「
御
小
姓
当
番
之
時
、
番
頭
・
組
頭
御
城
明
不
申
候
様
ニ
相
詰
候
覚
」
と
い
う
書
付
を
作
成
し
て
老
中
へ
御
目
に
懸
け
た
と
こ
ろ
、

「
上
意
ニ
て
ハ
無
之
候
間
」
、
書
付
を
見
る
に
は
及
ば
ず
、
御
城
を
明
け
な
い
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
は
尤
も
で
あ
る
、
と
の
回
答
で
あ
っ
た
(
⑥
)
。

つ
ま
り
老
中
は
、
将
軍
か
ら
の
上
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
姓
組
番
が
作
成
し
た
「
覚
」
の
吟
味
を
行
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
老

中
か
ら
の
指
示
で
あ
っ
た
た
め
、
特
に
そ
の
対
策
に
つ
い
て
は
関
知
せ
ず
、
問
題
が
解
決
す
れ
ば
良
い
と
の
判
断
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
書
付

は
監
察
機
関
で
あ
る
日
付
へ
伝
え
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
姓
組
番
内
部
の
こ
と
は
自
主
運
営
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に

表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

病
気
・
死
・
服
忌

こ
こ
で
は
、
小
姓
組
番
士
自
身
や
、
そ
の
家
族
が
病
気
、
あ
る
い
は
死
を
迎
え
た
際
の
番
の
勤
め
方
、
ま
た
、
服
忌
の
事
例
を
取
り
上
げ

る
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い
く
つ
か
事
例
を
挙
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
。

明
暦
二
(
一
六
五
六
)
年
四
月
二
O
日
の
小
出
越
中
守
予
貞
が
月
番
の
際
の
留
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
(
⑫
)
。
小
姓
組
番
頭

酒
井
忠
次
組
所
属
の
兼
松
弥
三
郎
正
春
は
持
病
の
た
め
、
番
の
勤
め
が
あ
る
も
の
の
、
明
暦
二
年
四
月
に
塔
沢
へ
の
湯
治
を
希
望
し
た
の
で
、

定
め
の
通
り
、
三
廻
り
の
予
定
で
誓
文
状
を
書
か
せ
、
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
姉
と
妻
が
病
気
な
の
で
同
道
し
、
二
人
に
は
四
廻
り
入
湯
を
さ
せ

た
い
と
、
湯
本
よ
り
求
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
同
役
中
と
書
院
番
頭
へ
相
談
し
、
番
士
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
同
道
し
た
姉
と
妻
を
見
捨

て
て
帰
る
わ
け
に
も
、
女
性
達
で
ま
た
湯
治
に
行
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
再
度
誓
文
状
を
取
り
、
四
廻
り
湯
に
い
る
こ
と
を
認
め
る
決

つ
ま
り
、
小
姓
組
番
土
の
湯
治
の
延
長
と
い
っ
た
番
内
の
勤
務
に
関
わ
る
こ
と
は
、
同
様
の
勤
め
を
行
う
書
院
番
と
の
共
同
討
議

ま
ず
、
本
人
が
煩
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、

定
を
し
た
。

の
み
で
、
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
年
一
一
月
晦
日
に
も
湯
治
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
老
中
の
指
示
を
受
け
て
い
る
。
戸
田
重
種
組
所
属
の
真
田
喜
兵
衛
信
利

は
、
承
応
三
(
一
六
五
四
)
年
三
月
一
一
一
一
日
よ
り
香
入
し
た
が
、
翌
年
四
月
中
頃
よ
り
病
を
得
て
番
を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
し

か
し
、
無
足
で
あ
る
の
で
小
普
請
方
へ
も
出
さ
れ
ず
、
そ
の
上
、
こ
の
ま
ま
で
は
湯
治
な
ど
養
生
も
思
う
に
任
せ
ず
、
番
を
退
い
て
ゆ
っ
く
り

養
生
し
、
回
復
の
後
御
奉
公
し
た
い
と
、
本
人
が
同
役
中
へ
相
談
し
た
。
明
暦
二
年
五
月
に
松
平
信
綱
・
阿
部
忠
秋
に
、
信
利
の
願
の
通
り
申

し
伝
え
た
と
こ
ろ
、
二
人
で
相
談
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
以
後
、
回
答
が
な
か
っ
た
の
で
、
重
ね
て
信
綱
に
、
書
付
で
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、

一
一
月
三
日
に
信
綱
か
ら
、
番
を
退
き
、
親
で
あ
る
内
蔵
介
信
勝
の
所
で
養
生
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
仰
せ
渡
さ
れ
、
番
を
退
か
せ
て
い
る
(
③
)
。

ま
た
、
慶
安
二
(
一
六
四
九
)
年
三
月
一

O
日
に
は
、
「
小
普
請
ニ
出
し
候
衆
、
気
色
本
復
本
組
江
入
申
度
候
被
申
者
、
壱
年
小
普
請
相
勤
本

組
ニ
入
可
申
候
、
元
組
江
入
被
申
候
節
者
、
小
普
請
支
配
方
之
衆
・
2
御
老
中
へ
被
申
達
、
其
上
本
組
江
入
可
申
事
」
(
⑧
)
、
承
応
三
年
二
月

一
九
日
の
仙
石
久
邦
宅
に
お
い
て
は
、
「
進
物
番
衆
或
者
年
寄
、
筋
気
等
ニ
而
進
物
番
頭
被
申
、
本
御
番
入
申
度
と
被
申
候
ハ
¥
御
老
中
へ

申
達
進
物
番
除
可
申
事
」
(
④
)
と
取
り
決
め
が
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
二
つ
の
事
例
か
ら
、
番
士
の
進
退
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
場
合
に
は
、

老
中
の
最
終
決
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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ま
た
、
慶
安
三
年
間
一

O
月
四
日
に
「
自
身
疹
薮
痘
相
煩
候
て
見
江
候
日
よ
り
、
一
二
十
五
日
過
候
而
御
番
か
出
候
可
申
、
御
目
見
へ
ハ
七
十

五
日
除
候
事
」
と
、
主
目
院
番
頭
と
申
し
合
わ
せ
、
老
中
阿
部
忠
秋
・
松
平
和
泉
守
乗
寿
の
許
可
を
得
て
決
定
し
て
い
る
記
事
が
あ
る
(
②
)
。

次
に
、
番
士
の
家
族
が
煩
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
挙
げ
て
み
よ
う
。
寛
文
元
年
九
月
一
八
日
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る

(⑫)。

(

氏

照

)

(

貞

置

)

一
、
看
病
人
ハ
三
十
五
日
過
御
目
見
へ
仕
候
得
共
、
今
度
戸
田
相
模
守
組
織
田
五
郎
左
衛
門
、
京
都
御
普
請
奉
行
被
仰
付
候
付
而
、
丑

(
宮
支
一
年
)

ノ
九
月
三
日
御
暇
被
下
候
時
分
、
五
郎
左
衛
門
子
息
疹
相
煩
三
番
湯
懸
り
三
日
日
ニ
て
御
座
候
ニ
付
、
御
老
中
江
窺
候
ヘ
ハ
、
此
以

前
者
相
違
疹
三
番
湯
掛
ケ
候
て
御
目
見
為
致
候
様
ニ
と
被
仰
付
被
致
御
目
見
候
、
自
今
以
後
ハ
三
番
湯
掛
り
次
第
御
目
見
可
仕
候
、

す
な
わ
ち
、
病
人
を
看
護
し
た
場
合
の
職
務
の
遠
慮
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
老
中
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
が
わ
か
る
。

(
初
)

ま
た
、
承
応
四
年
三
月
に
、
書
院
番
組
頭
土
屋
兵
部
少
之
直
の
娘
が
、
癌
療
で
死
去
し
た
折
り
、
書
院
番
頭
加
々
爪
甲
斐
守
直
澄
が
松
平

信
綱
へ
御
目
見
と
御
番
目
数
に
つ
い
て
内
意
を
得
た
と
こ
ろ
、
「
御
目
見
井
御
番
目
数
之
遠
慮
可
有
」
と
の
指
示
が
得
ら
れ
た
。
書
院
番
、
小

姓
組
番
が
相
談
の
上
、
疹
の
遠
慮
も
癌
痛
と
同
様
と
し
て
、
「
癌
療
疹
薮
相
煩
相
果
候
ニ
ハ
、
看
病
人
忌
明
候
而
、
七
日
除
御
番
目
可
被
出
候
、

但
、
御
目
見
仕
候
儀
者
、
相
果
候
日
よ
り
七
拾
五
日
遠
慮
可
仕
候
」
と
決
定
し
て
い
る
(
②
)
。
こ
の
場
合
、
何
ら
か
の
形
で
喪
に
服
す
の

は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
内
容
か
ら
見
る
と
老
中
へ
の
伺
い
は
形
式
的
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
老
中
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
老
中
が
城
中
に
い
な
い
夜
中
に
は
、

ど
の
よ
う
な
形
で
の
指
示
体
制
で
あ
っ
た
の
か
、
万
治
元
年
九
月
朔
日
の
記
事
か
ら
見
て
み
た
い
(
⑨
)
。

(
包
助
)

一
、
親
子
妻
強
煩
申
候
而
断
有
之
候
者
、
縦
御
夜
詰
過
申
候
共
宿
へ
出
シ
可
申
事
、
是
者
八
月
廿
日
新
御
番
曽
我
太
郎
右
衛
門
組
小
宮

(

吉

広

)

(

側

衆

土

屋

数

直

)

山
十
左
衛
門
母
儀
、
俄
以
之
外
煩
候
由
御
夜
詰
過
申
来
、
太
郎
右
衛
門
土
屋
但
馬
守
ニ
相
談
被
申
候
処
、
跡
々
・
2
為
定
例
者
無
之
候

得
共
、
無
拠
儀
候
間
出
被
申
候
様
ニ
と
差
図
仕
候
、
依
之
但
馬
守
、
御
老
中
江
御
相
談
申
相
極
、
万
治
元
戊
年
九
月
朔
白
書
付
以
番
頭

(

忠

次

)

(

之

直

)

中
・
御
目
付
衆
江
但
馬
守
申
渡
候
由
、
酒
井
蔵
人
頭
・
2
申
来
、
土
屋
兵
部
少
月
番
ニ
付
書
留
也
、
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(
幻
)

つ
ま
り
、
側
衆
土
屋
数
直
が
番
頭
に
指
示
を
出
す
と
い
う
老
中
の
役
割
の
代
行
を
勤
め
て
い
る
。
そ
の
後
、
側
衆
が
老
中
に
相
談
す
る
こ
と
に

よ
り
、
正
式
に
定
ま
っ
て
い
る
。
担
当
し
た
者
の
責
任
か
ら
か
、
こ
の
件
に
つ
い
て
側
衆
が
番
頭
と
日
付
に
申
し
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ

は
新
番
の
事
例
で
あ
る
が
、
番
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
、
小
姓
組
番
頭
の
酒
井
忠
次
が
の
が
さ
ず
情
報
を
つ
か
み
、
月
番
の
土
屋
之
鴎
に
伝

え
、
月
番
が
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
実
質
的
な
職
務
の
運
用
は
、
小
姓
組
香
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
小
姓
組
番
頭
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
、
案
件
に
よ
り
書

(
幻
)

院
番
頭
と
の
合
同
討
議
に
よ
り
、
番
の
方
針
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

お

わ

り

以
上
、
近
世
前
期
の
小
姓
組
番
支
配
に
つ
い
て
、
支
配
方
の
権
限
の
及
ぶ
部
分
と
小
姓
組
番
の
自
主
番
運
営
の
範
囲
の
境
界
線
に
焦
点
を
当

て
、
番
の
職
務
遂
行
の
行
動
基
準
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

総
括
す
る
と
、
老
中
は
、
旗
本
の
身
分
に
関
す
る
事
例
と
し
て
分
類
し
た
、
相
続
や
初
御
目
見
え
の
進
物
に
つ
い
て
は
一
方
的
に
指
示
し
、

俸
禄
米
や
知
行
地
に
つ
い
て
、
及
び
番
士
の
進
退
・
病
気
や
死
に
対
す
る
遠
慮
な
ど
の
際
に
は
最
終
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
対
象
者
を
小
姓
組
番
に
限
ら
な
い
幕
府
の
取
り
決
め
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
老
中
の
権
限
は
、
小
姓
組
番
を
江
戸
幕
府
直
属

の
家
臣
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
考
え
た
場
合
に
発
揮
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
小
姓
組
番
の
職
務
と
い
う
番
独
自
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
能
動
的
に
指
揮
し
て
い
る
様
子
は
み
ら
れ
ず
、
特
に
細
部
の
具
体
的
な
取
り
決
め
に
つ
い
て
は
す
べ
て
番
の
自
主
性
に
任
さ
れ

て
い
た
。
小
姓
組
番
は
合
議
シ
ス
テ
ム
を
持
ち
、
書
院
番
と
も
連
携
し
な
が
ら
日
常
の
勤
め
を
行
っ
て
い
た
。

ま
た
、
支
配
方
に
つ
い
て
注
目
す
る
と
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
時
代
は
、
老
中
が
小
姓
組
番
支
配
を
し
て
い
た
と
い
う
特
徴
の
あ
る
時
代

を
中
心
と
し
、
そ
の
後
の
若
年
寄
を
支
配
方
と
し
た
時
代
ま
で
を
含
ん
で
い
た
が
、
番
の
白
、
王
的
な
運
用
体
制
は
支
配
方
の
変
化
に
よ
っ
て
変
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わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
小
姓
組
番
の
支
配
方
は
老
中
か
ら
若
年
寄
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
の
、
そ
の
一
見
「
激
し
い
変

化
」
は
幕
府
の
政
治
機
構
の
変
容
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
番
支
配
の
実
質
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、

支
配
方
の
多
く
が
小
姓
組
番
頭
出
身
で
あ
り
、
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
な
「
静
か
な
る
変
化
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、

支
配
方
の
変
化
が
小
姓
組
番
支
配
の
構
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
論
文
で
直
接
は

分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
老
中
が
支
配
方
と
な
る
以
前
の
小
姓
組
番
頭
兼
六
人
衆
か
ら
旗
本
支
配
専
任
の
六
人
衆
へ
と
い

う
変
化
の
時
期
を
含
め
て
考
え
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
と
推
測
す
る
。

本
論
文
で
は
、
史
料
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
断
片
的
で
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
考
察
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
た
め
、
支
配
構
造
の
全
貌
を
解
明
す
る
に
は
課
題
が
残
っ
た
。
今
後
は
、
他
の
時
期
の
旗
本
支
配
の
構
造
と
の
比
較
な
ど
、
視
野
に

入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

+
主(

1
)

小
池
進
「
旗
本
「
編
成
」
の
特
質
と
変
容
」
(
『
歴
史
学
研
究
』

七
一
六
号
、
青
木
書
庖
、
一
九
九
八
年
)
八
九
頁
。

(
2
)

藤
井
譲
治
「
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』
(
歴
史
科

学
叢
書
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
O
年
)
二
九
六
頁
。

(
3
)

小
池
氏
註

(
1
)
論
文
、
九
0
1
九
一
頁
。

(
4
)

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
、
架
蔵
番
号
一
五
二

i
二

因
。
四
冊
か
ら
成
る
編
纂
史
料
で
、
四
冊
と
も
「
御
実
紀
調
所
」

の
印
が
あ
る
。
こ
の
史
料
名
は
『
改
訂
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』

に
倣
っ
た
も
の
で
、
史
料
の
表
紙
の
題
筆
は
「
御
小
姓
組
御
番
頭

始
末
全
録
」
、
内
題
は
「
御
小
姓
組
番
頭
井
組
中
始
末
全
録
」
、

目
次
の
冒
頭
に
は
「
御
役
ニ
付
万
事
私
之
覚
書
」
と
あ
る
。
な
お
、

四
冊
は
そ
れ
ぞ
れ
題
筆
の
「
御
小
姓
組
御
番
頭
始
末
全
録
」
の

後
に
「
春
」
「
夏
」
「
秋
」
「
冬
」
と
書
か
れ
て
い
る
(
内
題
の
後
に

は
「
こ
「
二
」
「
三
」
「
四
」
)
。
「
廿
一
、
夜
廻
り
昼
廻
り
衆
江
申

渡
候
覚
」
の
途
中
か
ら
「
秋
」
の
冊
に
な
っ
て
お
り
、
四
冊
が
そ

れ
ぞ
れ
一
一
二
丁
、
二
三
丁
、
二
一
丁
、
二
一
丁
と
丁
数
が
二
疋
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
便
宜
的
に
四
冊
に
分
冊
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
史
料
の
配
列
も
「
一
、
万
事
被
仰
出
留
」
の
よ

う
に
、
幕
府
か
ら
仰
せ
出
さ
れ
た
も
の
か
ら
始
ま
り
、
旦
ハ
体
的
な

職
務
の
覚
書
、
定
書
、
最
後
に
誓
詞
の
案
紙
な
ど
を
ま
と
め
て
記

し
て
お
り
、
季
節
と
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
に
つ

い
て
は
、
本
論
文
末
の
【
参
考
】
を
参
照
さ
れ
た
い
(
表
中
の
史

料
の
項
目
名
は
、
史
料
冒
頭
の
目
次
に
従
っ
た
)
。
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(
5
)

「
六
人
衆
」
と
い
う
呼
称
の
本
論
文
に
お
け
る
定
義
を
し
て
お

き
た
い
。
寛
永
一
五
年
四
月
二
四
日
、
太
田
備
中
守
資
宗
が
奏
者
番

に
就
任
し
、
同
年
二
月
七
日
、
土
井
大
炊
頭
利
勝
、
酒
井
讃
岐
守

忠
勝
が
老
中
か
ら
大
老
に
な
っ
た
の
と
同
時
に
、
彼
ら
の
嫡
子
で
あ

る
土
井
遠
江
守
利
隆
、
酒
井
備
後
守
忠
朝
が
六
人
衆
を
罷
免
さ
れ
、

利
勝
・
忠
勝
の
後
任
に
阿
部
重
次
が
老
中
に
就
任
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

後
任
の
補
充
は
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
六
人
衆
は
三
浦
正
次
、
朽
木

植
綱
の
二
名
と
な
る
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
「
六
人
衆
」
と
い
う

呼
称
を
人
数
か
ら
で
は
な
く
、
一
つ
の
職
制
の
呼
称
と
し
て
と
ら
え
、

職
制
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
時
点
で
「
若
年
寄
」
に
呼
称
を
変
え
る

の
で
は
な
く
、
徐
々
に
成
立
し
て
い
く
政
治
機
構
の
そ
の
解
消
ま
で

を
一
括
り
と
考
え
て
、
慶
安
二
年
二
月
一
九
日
に
朽
木
植
綱
が
解
任

さ
れ
る
ま
で
を
「
六
人
衆
」
と
し
、
寛
文
二
年
に
久
世
広
之
と
土
屋

数
直
が
「
若
年
寄
」
に
就
任
す
る
ま
で
の
期
間
を
「
六
人
衆
」
空
白

の
時
代
、
と
位
置
付
け
た
。

(
6
)

藤
井
氏
註

(
2
)
前
提
書
、
二
八
二

1
二
八
八
頁
。

(
7
)

同
日
の
条
目
よ
り
「
御
城
帳
箱
」
に
は
、
他
に
「
御
能
之
時
分

要
脚
贋
蓋
差
引
役
人
」
を
勤
め
た
者
の
書
付
や
「
分
限
帳
」
が
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
使
者
や
普
請
を
担
当
し
た

者
は
、
「
御
城
帳
箱
」
に
入
れ
て
あ
る
帳
面
に
、
職
務
に
つ
い
た
年

月
を
書
き
載
せ
る
よ
う
に
と
の
注
意
も
あ
る
。
加
え
て
、
承
応
三
年

一
一
月
一
九
日
に
は
、
御
前
で
披
露
で
き
る
ほ
ど
の
「
水
瀧
(
水
練
)
」

の
腕
が
あ
る
者
が
い
た
場
合
は
「
部
屋
ニ
書
付
置
可
申
事
」
と
も
あ

る
(
④
)
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
帳
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
帳
面
に
書

き
付
け
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
。
こ
の
「
御
城
帳
箱
」

は
、
寛
文
元
年
六
月
一
六
日
に
城
中
で
、
番
交
代
の
際
の
部
屋
の
受

け
渡
し
に
つ
い
て
定
め
た
三
箇
条
の
末
尾
に
「
此
書
付
帳
箱
へ
御
入

置
御
番
之
順
々
ニ
御
覧
候
而
、
来
ル
廿
七
日
之
御
番
衆
2
右
之
書
付

之
通
可
被
致
候
事
」
(
④
⑨
)
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
小
姓
組
番
の
職
務
に
つ
い
て
の
種
々
の
情
報
の
中
継
基

地
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
他
に
情
報
を
行
き
届
か
せ
る
手
段
と
し
て

は
廻
状
が
あ
る
。
例
え
ば
、
本
文
と
同
日
の
記
事
に
「
助
番
之
事
、

助
前
之
方
江
可
申
遣
事
、
致
助
番
候
者
致
廻
状
勤
帳
ニ
早
々
可
書
付

事
」
(
④
)
と
あ
る
。

(
8
)

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
箇
条
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
本
文
の
右
肩

に
小
字
で
書
か
れ
て
お
り
、
同
じ
日
付
の
も
の
が
続
く
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
右
肩
に
「
同
断
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
論
文
中
の

史
料
引
用
部
分
で
は
、
煩
雑
に
な
る
た
め
省
い
た
。

(
9
)

寛
文
二
年
四
月
一
八
日
の
起
請
文
は
、
久
世
広
之
と
土
屋
数
直

が
若
年
寄
に
就
任
し
た
後
の
も
の
で
あ
る
。
明
暦
四
年
の
も
の
と
同

様
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
支
配
方
が
老
中
か
ら
若
年
寄
に

変
わ
っ
て
も
、
小
姓
組
番
の
あ
り
方
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
小
池
進
氏
が
、

註

(
1
)
前
提
論
文
の
中
で
(
九
一
頁
)
、
寛
永
一
二
年
に
発
布
さ

れ
た
「
旗
本
諸
士
法
度
」
と
寛
文
三
年
八
月
五
日
に
再
交
付
さ
れ
た

も
の
を
比
較
し
、
後
者
は
「
組
を
媒
介
と
し
た
旗
本
編
成
と
言
っ
た

側
面
で
は
、
両
法
度
と
も
若
干
の
字
句
の
移
動
の
み
で
何
ら
変
更
点

は
見
ら
れ
ず
、
家
綱
政
権
の
旗
本
支
配
の
論
理
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
家

近世前期小姓組番支配の一考察17 



光
政
権
の
踏
襲
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
叩
)
土
屋
数
直
は
慶
安
元
年
一

O
月
二
七
日
に
小
姓
組
番
頭
に
、
承

応
二
年
九
月
一
八
日
に
側
衆
に
就
任
し
て
い
る
(
「
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
第
二
l
一
八
九
頁
。
以
後
『
寛
政
譜
」
と
記
載
)
。

(
日
)
「
寛
政
譜
』
第
一

l
三
四
頁
。

(
ロ
)
「
柳
営
補
任
』
に
よ
る
と
、
水
野
権
兵
衛
忠
増
が
同
年
七
月
二

九
日
に
番
頭
に
就
任
し
て
お
り
(
「
寛
政
譜
』
第
六
I
六
O
頁
で
は

七
月
一
九
日
)
、
二
一
ヶ
月
強
の
番
頭
不
在
の
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(
臼
)
寛
永
一
七
年
三
月
一
九
日
に
小
姓
組
番
士
と
な
る
(
『
寛
政
譜
』

第
十
六
l
三
八
九
頁
)
。

(
H
)

慶
安
元
年
六
月
五
日
、
及
び
承
応
二
年
の
も
の
は
、
史
料
の

「
入
御
番
衆
之
定
井
三
年
勤
御
切
米
拝
領
之
覚
」
と
い
う
項
目
に
分

類
さ
れ
て
い
る
(
⑫
)
。
前
者
に
は
「
入
番
衆
本
番
見
習
二
つ
、
但

六
月
十
五
日
以
後
見
習
無
之
事
、
但
六
月
十
五
日
過
翌
七
月
へ
付
、

半
年
ニ
成
候
市
、
一
ニ
年
勤
御
番
改
之
時
二
年
半
之
積
り
か
成
、
御
合

力
米
被
下
候
障
か
成
申
ニ
付
右
之
通
相
定
候
事
」
、
後
者
に
は
「
無

足
二
一
年
勤
之
内
、
前
二
年
ハ
一
年
ニ
付
煩
二
十
迄
は
御
赦
免
被
遊
候
、

三
年
目
ニ
ハ
煩
十
迄
は
御
赦
免
被
遊
候
、
此
外
ハ
御
切
米
不
被
下
候

事
」
と
い
う
記
事
も
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
中
に
具
体
的
に
名
前
が

挙
が
っ
て
い
る
者
の
内
、
町
野
左
近
は
「
寛
政
譜
』
で
確
認
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
、
石
野
八
左
衛
門
(
氏
任
、
第
八
l
四
三
頁
)
、
塚

原
新
八
郎
(
昌
詮
、
第
四
l
二
四
二
頁
)
、
犬
塚
小
善
次
(
忠
世
、

第
十
六
l
一
二
八
九
頁
)
、
大
久
保
甚
之
丞
(
忠
圏
、
第
十
二
l
二
四

ー
二
五
頁
)
に
つ
い
て
は
、
就
任
当
時
、
部
屋
住
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
か
ら
、
当
時
、
部
屋
住
の
小
姓
組
番
・
書
院
番
・
大
番
は
、
無
給

で
三
年
勤
め
た
後
に
、
切
米
を
受
け
取
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
寛
政
譜
』
で
就
任
年
月
な
ど

を
確
定
で
き
る
石
野
と
大
久
保
に
つ
い
て
み
る
と
「
正
保
三
年
御
小

姓
組
に
列
し
、
慶
安
元
年
十
二
月
十
一
日
鷹
米
三
百
俵
を
た
ま
ふ
」

「
万
治
二
年
七
月
十
一
日
御
小
姓
組
の
番
士
と
な
り
、
寛
文
二
年
十

二
月
二
十
二
日
鹿
米
三
百
俵
を
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
定
め
が
決
め
ら
れ
て
き
た
過
程
に
つ
い
て
、
幕
府
日

記
類
で
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
な
お
、
同
日
、
知
行
所

の
距
離
に
よ
り
、
番
の
合
間
や
番
を
休
ん
で
暇
を
取
る
こ
と
や
、
そ

の
際
に
同
時
に
休
暇
を
取
れ
る
人
数
な
ど
も
、
具
体
的
に
定
め
て
い

る。
(
時
)
警
備
を
行
う
者
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)
註

(
8
)
参
照
。

(
路
)
註

(
8
)
参
照
。

(
印
)
註

(
9
)
参
照
。

(
初
)
寛
永
一
六
年
二
一
月
二
六
日
に
書
院
番
士
と
な
り
、
正
保
元
年

五
月
二
七
日
に
同
組
頭
、
万
治
元
年
六
月
二
一
日
に
小
姓
組
番
頭
に

就
任
し
て
い
る
(
『
寛
政
譜
』
第
二
l
一
九
三
1
一
九
四
頁
)
。

(
幻
)
註
(
叩
)
参
照
。

(
泣
)
註
(
初
)
参
照
。

(
お
)
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
第
二
章
で
は
、
触
れ
る
こ
と
の

出
来
な
か
っ
た
小
姓
組
番
士
の
職
務
は
多
々
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
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「
御
役
ニ
付
万
事
私
之
覚
書
」
に
見
え
、
本
論
文
に
関
連
す
る
も
の

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
江
戸
市
中
の
警
備

が
あ
る
。
史
料
中
に
は
万
治
三
年
三
月
朔
日
と
寛
文
二
年
二
一
月
二

四
日
に
、
夜
廻
り
の
衆
に
対
す
る
注
意
の
条
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る

(
⑫
)
。
し
か
し
、
夜
廻
り
の
衆
は
小
姓
組
番
・
書
院
番
だ
け
で
な
く

大
番
も
含
ま
れ
る
た
め
か
、
若
年
寄
確
立
後
の
後
者
の
条
目
も
、
老

中
か
ら
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
水
準
」
や
高
田
馬
場
で
の

馬
の
稽
古
も
小
姓
組
番
頭
の
重
要
な
職
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
論

文
中
で
、
小
姓
組
番
土
の
食
事
に
対
す
る
注
意
が
目
に
付
い
た
が
、

慶
安
四
年
七
月
五
日
に
瀧
川
利
貞
の
邸
宅
で
定
め
ら
れ
た
も
の
に
高

田
馬
場
で
の
馬
の
稽
古
の
際
に
、
弁
当
・
菓
子
の
持
参
を
禁
じ
る
条

目
が
あ
る
(
④
)
。

【
付
記
}

本
論
文
は
、
平
成
一
三
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金

(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
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【参考】「御役ニ付万事私之覚書」目次

春(1冊目) 秋 (3冊目)
1万事被仰出留 22 夜廼昼廻之内欠候時分、代人出候定
2 番頭・組頭誓調前書之留 23 御作事掛り被申候衆休之定
3 番頭・組頭申合連判之留 24 御使ょ被罷帰候衆休井旅之御供被仕侯衆休之定
4 万事申定 25 御城近所火事之刻、御縁頬ニ御番衆被罷在候所覚
5番頭・組頭申合事 26 火事二付定、付火事之場江見舞候御定
6 番頭・組頭御番代之事 27 癌癒並疹痘遠慮日数之定
7組頭中申定 28 養父方忌之事
8 番頭・組頭御使、或御用江掛候節、休之定 29 親類煩ニ付御番断之定
夏(2冊目) 30 拝借金上納断之定

9 御番衆本御番之定 31 小普請ニ出候衆之定、付無足長煩之事
10 御供番之定 32 牢人改之定
11 御城外御番之覚 33 誓詞取断之定
12 御暇方之定 34 誓文状取断之定
13 跡目被仰出候覚 冬(4冊目)
14 継目御礼進物之事 35 誓詞文言案紙
15 正月御番代並御嘉定八朔御玄猪、或御振舞之覚 36 誓文状之案紙並乗物断誓文状案紙裏書共ニ
16 御能ニ付市万事定 37 万事之手形証文、付裏書案紙
17 要脚贋蓋御給仕方之定 38 関所井追却分国所
18 出人之定 39 関所女手形出所之覚
19 入番衆之定井一年勤御切米拝領之覚 40 関所女手形可書載之覚
20 御番寄勤並煩之方ニ成分之定 41 服忌量
21 夜廻り昼廻り衆江申渡候覚 42 御軍役之積り

43 御扶持方
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